
令和６年度における事務費賦課額及び徴収方法の決定について 

事業規程第４条の規定により、令和６年度事務費を次のとおり賦課徴収するものとす

る。 

 
１ 事務費賦課額 

一般事務費賦課額         65,975,000 円 

任意共済事業事務費賦課額     147,040,000 円 

      計           213,015,000 円 

 
 
２ 賦課方法 
(1) 一般事務費                           単位：円 

共済目的別 
賦課 
単価 

賦課方法 

水稲共済割 120 引受面積 10a 当たり 

麦共済割 120 引受面積 10a 当たり 

家畜共済 
死亡廃用共済割 別記１ 引受頭数１頭当たり 

疾病傷害共済割 別記２ 共済金額１万円当たり 

果樹共済割 

うんしゅうみかん（１・２類）、

ぶどう、なし及びかき 
30 共済金額１万円当たり 

うんしゅうみかん（３類） 10 共済金額１万円当たり 

畑作物共済割 大豆 120 引受面積 10a 当たり 

園芸施設共済割 
ガラス室（Ⅰ・Ⅱ類） 180 引受面積１a当たり 

プラスチックハウス（Ⅰ～Ⅶ類） 260 引受面積１a当たり 

  共通申請サービス利用者は、事務費賦課金を 10%割引する。 

 

家畜共済 

ア 始期統一による短期引受及び共済金額の増額引受に係るものは、月割により徴収

する。 
イ 画像による死亡事故の確認の利用者は、死亡廃用共済割に係る事務費賦課金を

10％割り引くものとする。 
 
園芸施設共済割 

ア 始期統一による短期引受に係るものは、月割により徴収する。 

イ 組合と協定を締結した団体の構成員が一斉加入受付により申込みを行った全ての



者に対して次のとおり事務費賦課金を割り引くものとする。 

(ア) 一斉加入受付により 10 人以上の加入申込みがあった場合 20%割引 

(イ) 一斉加入受付により５人以上９人以下の加入申込みがあった場合 10%割引 

ウ 画像を活用した損害評価の利用者は、事務費賦課金を３％割り引くものとする。 

 
別記１ 
死亡廃用共済割                       単位：円（１頭当たり） 

区分 
事故除外区分 

除外なし 1号イ 1号ロ 1号ハ 2号イ 2号ロ 2号ハ 3号 4号イ 4号ロ 5号 

家 畜 

共 済 

搾 乳 牛 400 50 300 350        

繁殖用雌牛 400    50 300 350     

育 成 乳 牛 300 50 200 250        

育成・肥育牛 300    50 200 250     

繁殖用雌馬 400       50    

育成・肥育馬 400       50    

種 豚 100        5 10  

肉 豚 100          3 

 
除外区分 除外できる事故 

１号イ、２号イ 
３号、４号イ 

火災、伝染病、自然災害による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用事故を除外 

１号ロ、２号ロ 火災、伝染病、自然災害による廃用以外の廃用事故を除外 

１号ハ 繁殖能力及び泌乳能力を失うことによる廃用事故を除外 

２号ハ、４号ロ 
 
 

瀕死の状態になった場合、不慮の災害により救うことのできない状態、骨折・牛伝染

性リンパ腫等により治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったことによる

廃用事故を除外 

５号 火災、伝染病、自然災害による死亡以外の死亡事故を除外 

 
別記２ 
疾病傷害共済割 
単位：円（共済金額１万円当たり） 

区分 賦課単価 

家 畜 

共 済 

乳用牛 250 

肉用牛 250 

一般馬 250 

種豚 100 

 



 
(2) 任意共済事業事務費 

 
 

 

 

農家建物損害共済 単位 ： 円 （共済金額１万円当たり）

30% 20% 10% 30% 20% 10% 30% 20% 10% 30% 20% 10%

耐火造B 5.81 6.81 6.81 6.81 5.23 6.23 6.23 6.23 6.81 6.81 6.81 5.23 6.23 6.23 6.23

耐火造A 5.26 6.20 6.20 6.20 4.75 5.68 5.68 5.68 6.20 6.20 6.20 4.75 5.68 5.68 5.68

一般造 7.74 9.08 9.08 9.08 6.87 8.22 8.22 8.22 9.08 9.08 9.08 6.87 8.22 8.22 8.22

耐火造B 6.36 7.45 7.45 7.45 5.68 6.81 6.81 6.81 7.45 7.45 7.45 5.68 6.81 6.81 6.81

耐火造A 5.33 6.26 6.26 6.26 4.81 5.75 5.75 5.75 6.26 6.26 6.26 4.81 5.75 5.75 5.75

割   増

一般造
12.65 14.83 14.83 14.83 11.07 13.26 13.26 13.26 14.83 14.83 14.83 11.07 13.26 13.26 13.26

割   増
耐火造B

8.41 9.85 9.85 9.85 7.45 8.89 8.89 8.89 9.85 9.85 9.85 7.45 8.89 8.89 8.89

割   増

耐火造A
5.84 6.87 6.87 6.87 5.26 6.26 6.26 6.26 6.87 6.87 6.87 5.26 6.26 6.26 6.26

小損害実損塡補特約　１契約当たり　563円

収容農産物補償特約

　　責任期間：120日以下 共済金額100万円当たり　300円

　　責任期間：総合共済と同じ通年　　 共済金額100万円当たり　900円

単位 ： 円 （共済金額１万円当たり）

30% 20% 10% 30% 20% 10% 30% 20% 10% 30% 20% 10%

耐火造B 1.93 2.29 2.20 2.07 1.62 1.93 1.89 1.75 2.29 2.20 2.07 1.62 1.93 1.84 1.75

耐火造A 1.08 1.26 1.21 1.17 0.90 1.08 1.03 0.99 1.26 1.26 1.17 0.90 1.08 1.03 0.99

一般造 5.22 6.16 5.94 5.62 4.41 5.22 5.08 4.77 6.16 5.98 5.62 4.32 5.22 4.99 4.72

耐火造B 2.88 3.37 3.28 3.10 2.43 2.88 2.79 2.61 3.37 3.28 3.10 2.38 2.88 2.74 2.61

耐火造A 1.17 1.35 1.30 1.26 0.99 1.17 1.12 1.08 1.35 1.35 1.26 0.99 1.17 1.12 1.03

割   増
一般造

13.77 16.06 15.70 14.80 11.61 13.68 13.41 12.60 16.06 15.79 14.89 11.43 13.68 13.23 12.42

割   増

耐火造B
6.48 7.56 7.38 6.97 5.44 6.43 6.30 5.94 7.56 7.42 7.02 5.40 6.43 6.21 5.85

割   増
耐火造A

2.07 2.38 2.34 2.20 1.75 2.02 2.02 1.89 2.38 2.38 2.25 1.71 2.02 1.98 1.84

小損害実損塡補特約　１契約当たり 350円

特殊
物件

臨時費用担保特約
費用

共済金

不担保

特約

費用共済金不担保特約

臨時費用担保特約 臨時費用担保特約

普通
物件

一般造

臨時費用担保特約
費用

共済金

不担保

特約

費用共済金不担保特約
小損害実損塡補特約

2.523.243.423.55

総合共済 基本
臨時費用担保特約

費用

共済金

不担保

特約

費用共済金不担保特約
小損害実損塡補特約

普通
物件

一般造

特殊
物件

火災共済 基本

臨時費用担保特約
費用

共済金

不担保

特約

費用共済金不担保特約

臨時費用担保特約 臨時費用担保特約

5.757.547.547.546.42

3.01 3.463.552.742.923.01 2.702.883.012.523.24

7.547.546.876.876.87 6.876.876.875.757.54



 

農機具損害共済 

    地震等担保特約なし  共済金額１万円当たり  20.0 円 

地震等担保特約あり  共済金額１万円当たり  22.5 円 

 
 
  保管中農産物補償共済 

共済責任期間開始から連続した 120 日間 

１品目１口（100 万円）当たり        750 円 

共済責任期間開始から１年間 

１品目１口（100 万円）当たり       1,950 円 
 
 
 
３ 徴収方法 
  共済掛金の払込（掛金分納の場合は第１回目の払込）と同時に徴収するものとする。

ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号の定めにより徴収又は返還するものとす

る。 
(1) 死亡廃用共済又は疾病傷害共済の引受で、異動が生じたことにより共済掛金期間中

に共済金額を増額又は減額する場合の家畜共済については、当該共済金額の増額又は

減額に係る共済掛金と同時に徴収又は返還する。 

(2) 死亡廃用共済の引受で、共済掛金期間の期末及び引受終了（養畜の業務の全部又は

一部を止めた場合）において共済金額に一定の調整を加え、再度算定した金額を共済

金額とした場合の死亡廃用共済割については、共済金額の差額に係る共済掛金と同時

に徴収又は返還する。 


